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二人の子を出産・育休を２回利用し、
短時間勤務をした場合

第１子出産後に退職し、第２子小学校入学時に
パートで再就職した場合

出典:厚生労働省｢令和３年賃金構造基本統計調査｣、
及び｢平成30年就労条件総合調査｣をもとにニッセイ基礎研究所作成

女性の働き方ケース別生涯所得
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要件を満たせば出生時育児休業給付金、または育児休業給付金の支給を受けることができます。

出生時退院時等＋さらにもう１回

育児休業中の収入はどうなるの？

ママ

パパ

8週間 180日

28日

育児休業中の社会保険料はどうなるの？
免除になります。

給与 ①その月の末日が育児休業期間中である場合
または

免除 免除されない
育休期間3日

9月 10月9月30日

9月 10月9月30日

①

②

賞与 賞与月の末日を含んだ連続して１カ月を超える
育児休業を取得した場合

6月 7月6月30日

6月 7月6月30日

②同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、
　その日数が14日以上の場合

参考：イクメンプロジェクト企業版両親学級開催マニュアル

給付率2/3
(出産手当金)

給付率
67%

免除 免除されない
育休期間14日

免除されない
育休期間3日

免除されない

免除 免除されない
6月10日～7月24日まで育児休業

育児休業を開始してから通算180日間は給与の67％、
それ以降は50％が支給されます。(手取り収入は休業前の８割相当)

産後パパ育休
(出生時育児休業制度 ) 育児休業制度

対象期間
取得可能日数

申出期限

分割取得

休業中の就業

子の出生後８週間以内に４週間まで

原則休業の２週間前まで

分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

労使協定を締結している場合に限り、労働者が
合意した範囲で休業中に就業することが可能

原則子が１歳（最長２歳）まで

原則１か月前まで

分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則就業不可

夫婦が育休を交代できる回数が増える

夫婦ともに育児休業を取得した場合は、１歳２カ月までの間、１年間取得できます(パパ・ママ育休プラス)

給付率67%
(育児休業給付金)

給付率50%
(育児休業給付金)

給付率80%
(手取り10割)

13%

13%
給付率67%
(育児休業給付金)

※産後パパ育休制度とパパ・ママ育休プラス制度を利用

(出生後休業支援給付金)

育児休業
開始

152日(180日－28日)

給付率50%
(育児休業給付金)

・男性は子の出生後８週間以内
・女性は産後休業終了後８週間以内
に、共に14日以上の育児休業を取得
する場合、最大で28日間、給与の
13％相当額が育児休業給付金と合
わせて支給されます。
(手取り収入は休業前の10割相当)

令和７年４月から支給されます。
出生後休業支援給付金

令和７年
４月~

　男性が育休を取得することは、家庭にも会社にも、パパ自身にもメリットがたくさんあります。
　令和４年10月に｢育児・介護休業法｣が改正され、これまで以上に男性が育児休業を取得しやすくなりました。
　ぜひ、このリーフレットを夫婦で一緒に読んで、仕事と育児・家庭生活を両立していくヒントにして
ください。

産後パパ育休(出生児育児休業)が創設され、育児休業を取得しやすくなりました。




